
現行方式（証紙受払の書面管理） 電子申請方式

○ 就労履歴の掛金充当等を電子的に行うことが
可能となり、退職金給付の徹底と事務の効率化
※電子申請方式のみの活用も可能

○ 現行の証紙貼付方式では、一人ひとりの技
能者への証紙の交付事務が煩雑で、貼付が不
徹底
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○ 電子申請方式とは、証紙に代わる「退職金ポイント」という電子ポイントを事前に購入し、被共済者の就労日数を登録した
「就労実績ファイル」により、個々の被共済者の掛金として充当する方式

※電子申請方式を利用する場合は、就労実績報告作成ツールまたは建退共HPから「電子申請方式申込書」をダウンロードし、最寄りの建退共支部に提出
（建退共ＨＰ ： https://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/denshi/denshi1.html）

建退共における電子申請方式の導入について

注意

令和３年３月から施行
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退職時に給付 自社の

労働者
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労働者
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退職金
共済機構
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作成・備付

公共発注者

建退共電子申請
専用サイト

勤労者
退職金
共済機構

退職金ﾎﾟｲﾝﾄ
一括事前購入

退職金ﾎﾟｲﾝﾄに基づき自動的に
掛金が充当され、退職時に給付
(証紙貼付不要)
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元請に就労状
況報告を集約
（電子）
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※就労状況報告は元請や
１次下請が代行可能

２次下請以下

就労状況報告



証紙貼付方式と電子申請方式の事務の比較

共済証紙の貼付がなくなることで、掛金納付に関連する事務負担が軽減

事務名 電子申請方式

共済証紙の購入
•掛金拠出者はペイジー決済または口座振替で退職金
ポイントを払込み

•掛金拠出者は、電子申請専用サイトより掛金収納書
(電子版)をダウンロード

•掛金拠出者が金融機関窓口で共済証紙を購入
•金融機関が掛金拠出者に対して、掛金収納書(紙)を
発行

証紙貼付方式

就労状況報告
共済証紙の交付

•雇用者は就労実績報告作成ツールで就労状況を報告
•掛金拠出者は、就労実績報告作成ツールで就労状況
を確認

•掛金拠出者は、電子申請専用サイトで雇用者から申請
され、承認した就労状況データを建退共に送信

•雇用者は就労状況報告書等により、就労状況を報告し、
共済証紙を請求

•掛金拠出者は、就労状況を確認し、共済証紙を交付
•雇用者は、共済証紙を受け取り

共済証紙の
貼付・消印

（不要）•雇用者は、被共済者の共済手帳に共済証紙を貼付して
消印

証紙受払簿の記入
証紙の管理・保管

•掛金拠出者と雇用者が電子申請専用サイトから「掛金
充当書」をダウンロードし、充当状況を確認

•掛金拠出者は、証紙購入、証紙交付情報を証紙受払
簿に記入

•雇用者は、証紙受入、証紙交付、証紙貼付情報を
証紙受払簿に記入

•掛金拠出者と雇用者は未使用の共済証紙を管理・保管
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※ 掛金拠出者とは、下請から掛金納付事務を受託して、共済証紙を購入（証紙貼付方式）または、退職金ポイントを払込む（電子申請方式）者（いわゆる元請）



建退共・電子申請方式 利用者の声

「 就労実績報告作成ツールは、被共済者を登録しておくこ
とで、被共済者の氏名・手帳番号等の入力手間を省ける。
就労実績報告作成ツールのみでも一般的に広がれば入
力手間は大幅に減ると思う。」

「 まだ利用し始めたばかりだが、思っていたよりも難しくな
い。操作も、簡易マニュアルボタンのお陰でスムーズに入
力出来ている。証紙の管理がなくなって、枚数を確認しな
がら証紙を貼り付ける作業がなくなったのでとても楽に
なった。

「 証紙を貼ったり、手帳をコピーする手間が省けたので楽

になった。証紙を購入するために銀行へ行く手間や、証
紙購入のために記入していた掛金収納書も書かずによ
くなったので全体的に建退共事務が楽になった。購入代
金の支払いもインターネットバンキングですることができ、
掛金収納書も印字できるのでそこもいい点だと思う。下
請へ工事情報を渡す時も、下請から就労報告もらう時も
メールでのやりとりだけになったので楽。様式も簡単に
印刷できるのでいい。」

「 紙の貼り付け、購入枚数などの管理は、とても煩雑な
ので、この形は、とてもよい。早く変えてほしかった。
銀行へ行くことや、証紙の貼り付け、手帳の更新は、
大変なので、電子記録媒体でやるのは、絶対に必要
だと思う。」

「 毎月、必要数のみをその場で購入することができるた
め、貯蔵品（証紙）を持つ必要がなくありがたい。証紙
の貼付は生産性のない作業だったため、簡略化でき
ありがたい。」

「 大変便利、よく使っている。作業員等のデータなども
蓄積されていくので、助かっている。電子申請専用サ
イトは、使い始めたばかりだが、便利に使える。工事
別業者別一覧は様式としてでるので、集計も一目瞭
然なので、使いこなせば大変便利になると思う。周知
してくれている業者もいて、建退共事務の簡素化がで
きると思う。」

「 自社工事分として手帳保持者全員分を一度に処理で

きて、証紙貼り付け・押印・手帳更新作業が無くなりと
ても楽になった。最初は電子申請も時間がかかったが、
慣れればとても便利だと思う。」

「 下請も電子申請方式になって順調に進んでいる。」

「 電子申請専用サイトは複雑な作業もないので分かり
やすい。証紙を一枚一枚貼付していた時と比べるとは
るかに作業効率が上がり、楽になった。確実に就労者
本人へ払い出しを出来る所が良い。」

「 簡易的なヘルプがＨＰですぐに見られるのは助かる。こ
れまで半日近くかかっていたような証紙貼り等の作業が
大きく省かれ、楽になった。」

「 就労実績報告作成ツールは、1度操作を覚えれば、とて
も便利で使いやすいと思う。電子申請専用サイトは、証紙
の購入、貼付をしなくて良いので大変便利。」

沖縄県
地域中堅ゼネコン

北海道
下請専門工事業者

山形県
地域中堅ゼネコン

神奈川県
下請専門工事業者

長野県
下請専門工事業者

山梨県
地域中堅ゼネコン

愛知県
下請専門工事業者

奈良県
地域中堅ゼネコン

静岡県
地域中堅ゼネコン

新潟県
地域中堅ゼネコン

山口県
下請専門工事業者


